
　女性差別撤廃条約（CEDAW）の研究と普及に
著者ほどの情熱とエネルギーを傾けてきた人を、私
はほかに知らない。1985年の第3回世界女性会議
を機に深まったCEDAWに対する著者の学術的・
実践的関心は、すでに2冊の論文集となって結実
しているが、本書はそれらに引き続く3作目の著書
である。フェミニズム国際法学の視点、日本における
CEDAWの適用可能性、そして現在の著者にとっ
ての「最大の関心事」たる選択議定書の分析が、
本書の主柱というべき要素を成している。
　特に有益なのは、30年に及ぶCEDAWの歴史
が精確に描き出されていることと、署名・批准時の
議論や定期報告審査の実情を通してCEDAWと
日本の関わりが精細に分析されていることである。
歴史的視座を踏まえた考察手法の確かさが、本書
に格別の信頼感を与えている。日本に対するこれま
での総括所見（最終コメント）がすべて資料として
付されているのも、読者にとってはとてもありがたい。
　明確な問題意識と豊かな経験に裏打ちされた

著者の研究は、ジェンダー平等を目指す日本社会
の貴重な共有財産であり続けてきた。本書もまた、
研究や実践にいそしむ私たちの寄る辺となり道標
となる重要な学術的・実践的成果にほかならない。

女性差別撤廃条約と日本

女性差別撤廃条約選択議定書

　CEDAWは当初、実施状況を監視する国際的措
置として定期報告制度しか備えていなかった。
1990年代に「ジェンダーの主流化」が本格化する
と、CEDAWを強化する必要性が認識され、1999年
に選択議定書が採択された。これにより個人通報制
度が新設され、権利侵害を国内で回復できない被害
者は、CEDAW委員会に直接に訴えを起こし、救済
を求め出られるようになった。選択議定書には、調
査制度も定められている。日本はまだ選択議定書を
締結していないが、民主党政権が政権公約に個人
通報制度の受諾を明記したことから、早期締結が期
待されている。
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　本書は、伝統的な歌と踊りに従事すると同時に売
春にも関わってきた、パキスタンの女性たちについて
のフェミニスト・エスノグラフィー（民族誌）である。
　調査地はラホールのシャーヒー地区。多くの映
画女優や音楽家を輩出してきたが、有名になると
シャーヒー地区出身であることを隠そうとする。み
んながというわけではないにしても、多くの女性た
ちがここで伝統的な舞踊を習うだけでなく、それを
客に披露し売春しているからだ。1回かぎりの客が
ほとんどだが、長期的な関係をもちたければ「結
婚」も可能である。処女は重宝され高い婚資が支
払われる。
　サイード氏は、買売春を研究主題として選んだた
めに多くの困難に直面するが、強い意志をもって調
査を行い人びとの信頼を得ることができた。著者
は、良い女性と悪い女性に都合よく分断されている
パキスタンの女性たちを家父長制の犠牲者とみな
すが、1人称で記述することで、一面的になりがち
な記述を避け、女性たち一人ひとりの個性的で主

体的な生き方を描くことに成功している。
　本書はパキスタン社会や買売春についてだけで
なく、家父長的な社会の仕組みを理解するにあ
たっても多くのことを教えてくれる好著である。

タブー－パキスタンの買春街で生きる女性たち

売春婦

　一般に金銭と交換に性的サービスを行う女性を
指す。近代家族の成立とともに売春婦は夫婦関係
を脅かす危険な犯罪者とみなされてきた。これに対
し、売春婦は、一夫一妻を理想としながらも、妻だけ
にその理想を押しつけてきた男性たちにとっての
み都合がいい存在であり、そんな男性中心的な価値
観の犠牲者であるという意見が一部のフェミニス
トたちによって主張された。しかし、売春婦を無力な
犠牲者とみなしてしまうと、その主体性も無視して
しまうことになる。このため最近、オランダ、ドイツ、
フランスなどでは、売春を労働の一形態とみなし、
労働環境の改善を求める人たちも現れてきた。
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　本書は、日本でも定住外国人の数が確実に増
え、その国籍・民族的背景も多岐にわたっている状
況をふまえ、「多文化共生」を今後進むべき方向と
みなしている。多文化共生はボトムアップで、「本質
的に」境界を引く文化概念やそれを前提とする政
治哲学、主義、政策の外で、あるいはそれらを無視
して、共同社会・地域社会から自発的に結実される
という点で、多文化主義とは一線を画す。多文化主
義は国家や政治によってトップダウン的に導入さ
れ、国民国家の均質性や同化政策の批判に見え
て実は違いを通じての国民統合の装置となり、文
化の再生産と保存を通して行為者の選択の自由
を否定する。
　例えば「ライシテ（政教分離）」と「普遍主義」に基
づくフランスの「スカーフ禁止令」は、世代間で均質
ではないイスラム女性のスカーフ着用意識、イスラ
ム世界におけるジェンダー平等過程、移民としての
自己権利の遂行といった多文化共生の実態を一
様に不可視化する点で、畢竟、女性への暴力装置
として働くことを示している。
　しかし、多文化共生の意義の１つが「互いの文

化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしなが
ら、地域社会の構成員として共に生きていく」（2006
年総務省）ことである以上、多文化共生も多文化
主義と同様の陥穽を免れ得ない。差異に言及した
瞬間に文化を本質的で自明なものとする概念が構
築され、継承される過程で個人の自由は束縛され
てしまうからである。

ジェンダー平等と多文化共生－複合差別を越えて

多文化共生（multicultural conviviality）

　ジェンダー、人種／民族、宗教、文化等の多様な
属性や要素を有する諸個人が共生する社会状況
をいい（辻村9頁）、ジェンダー、年齢、健康状態、障
がいの有無・種類・程度、エスニシティといった個
人的属性、サービスへのアクセス、気象条件といっ
た外的要因にかかわらず、あらゆる人の生活およ
び社会参加が保障される（大沢72頁）。多文化主義
が多民族／移民国家における統合主義の一形態
で、国家的、政策的であるのに対し、多文化共生は
より「草の根」的な側面や広がり、ジェンダー平等
との連携に親和性を有する。
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　本書は、インドネシアの女性がもつ政治的行動力
を示す象徴的な挿話で始まる。1998年、国民の多く
が基本食糧の高騰にあえぐなか、女性たちはデモ
を決起した。ジャカルタ市内の交差点で道行く人
に、バラの花と粉ミルクを添えた抗議のビラを手渡
しているところ、警察に逮捕された。ストは阻止され
たものの、彼女たちの抗議はスハルト軍事独裁政
権を崩壊へと導く契機となった。スハルト政権が掲
げた「新体制」政策とは、男性性を中核とする軍事
政権で、女性を家庭へ、女性解放思想や運動を社
会の周縁へと追いやるものであった。
　政権崩壊後、女性たちはフェミニスト団体を設立
し、インドネシアの民主化にむけて力を発揮した。
　ここ10年、新たな覇権的男性性を導入しようとす
るイスラム右翼勢力による揺り戻しが続いている
が、女性たちは女性に対する暴力の根絶にむけて
政治的活動を展開し、重要な成果を遂げている。
　このようなインドネシアの女性の政治的行動力

は、慣習法（アダット）による土着の母系制、イスラム
教の伝来、オランダの暴力的植民地支配、経済の
グローバル化などを背景に、異質な文化との接触
を通して形成された文化の柔軟性と多様性から生
まれていることを本書は示している。

Gender, Islam and Democracy in Indonesia

イスラム教とジェンダー

　『コラーン』とモハメッドの予言を教義とする世界
3大宗教の1つで、世界人口の約5分の1の信者を擁
することから、世界のジェンダー秩序を維持するこ
とに大きく影響している。たとえば、サウジアラビア
ではシャーリア法の名の下に、女性を権力から排除
し、衣服、移動、セクシュアリティを厳重に管理して
いる。しかし、フェミニスト理論家たちは、『コラー
ン』の教えではアッラーが唯一絶対神で、人間はみ
な平等であることを根拠に、男性が神のように女性
を支配することに異議を唱えている。
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（仮邦題『インドネシアにおけるジェンダー・イスラム教・民主主義』）
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